
休息期間を制度として設けている例について 

  
 「自動車運転者の労働時間等の改善に関する基準」（改善基準告示）は、バスなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上
を図るため、その業務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間（始業から終業までの時間（休憩時
間を含む。））、休息期間（勤務と勤務の間の自由な時間）、運転時間等の基準を、平成元年に大臣告示として制定。 

・長時間労働、交通事故の増加 
・路面運送における労働時間及び休息期間に関するＩＬＯ条約の採択
（昭和54年） 

拘束時間、休息期間等の基準を定めた局長通達の策定（昭和54年） 

中央労働基準審議会での関係労使の議論 

※制定以降、法定労働時間が段階的に短縮し、週40時間制へ移行するに伴い、内容の見直しが行われ現在に至っている。 

通達を大臣告示とすることで労使が合意し、 
「改善基準告示」を策定（平成元年） 

 

○ 拘束時間【始業から終業までの時間（休憩時間を含む。） 】 バスの場合、原則として１日13時間（延長する場合でも16時間） 、１週間65時間 

○ 休息期間【勤務と勤務の間の自由な時間】 原則として継続8時間以上 

○ 運転時間 バスの場合、２日を平均し１日当たり ９時間、 ４週間を平均し１週間当たり40時間 

○ 連続運転時間 バスの場合、４時間以内 

   ※その他、拘束時間の例外や分割休息期間、2人乗務、隔日勤務、フェリー乗船などの場合の特例有り。 

労働時間等の改善を定めた局長通達の策定（昭和42年） 

制定の経緯 

内 容 

施 行 

労働基準監督署 

国土交通省との連携 

国土交通省の取組 

 関係労使の自主的改善努力と労働基準監督官の臨検監督等による指導。 

 ① 監督署と地方運輸機関との合同による監督・監査。 
 ② それぞれの機関が把握した改善基準告示違反事案の相互通報。 

 過労運転防止の観点から、改善基準告示の内容を国土交通省令に取り込み、事業許可取消処分等の行政処分 
基準として機能。（バスの場合は平成14年2月1日～） 
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時間外・休日労働に関する協定（３６協定）について 

 

○ 労働基準法に定める労働時間の原則は、１日８時間、１週４０時間。 

○ 労使協定（３６協定）を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定める範囲内で法定労働時間  
（１日８時間、１週４０時間）を超えて、労働させることが可能。 

 
   

時間外労働 

 

○ ３６協定の内容は、時間外労働の限度基準（大臣告示）に適合したものとしなければならない。 

 （罰則はなし。労働基準監督署は限度基準に関し、必要な助言指導） 
 

（１）限度時間 
   時間外労働の限度は、１ヶ月 ４５時間 １年間 ３６０時間等とされている。 

（２）特別条項 
    臨時的（一時的又は突発的）に限度時間を超えて時間外労働を行わなければな らない「特別の事情」  
 が予想されるときは、限度時間を超えて労働時間を延長できる旨を協定することができる。 
 → 限度時間を超えて労働時間を延長できる回数は、６回（１年間のうち６ヶ月）まで  

時間外労働の限度基準（法に基づく大臣告示） 

【時間外労働のイメージ】          

           
 

           
 

           
 

限度基準告示に定める労働時間の
延長の限度時間 

（１月４５時間、１年３６０時間） 
                
                       
 

 

法定労働時間（１日８時間、１週４０時間） 
 
                

特別条項により、限度時間を超えて働く時間（年間最大６回まで） 

１年間 

平成26年2月3日 
第108回労働政策審議会 
労働条件分科会配付資料 

23



＜三六協定・特別条項付三六協定の締結状況＞ 

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果 

  
三六協定 
を締結 

延長時間 
  

平均時間 

（１箇月） 延長時間 
 

平均時間 

 （１年）  

～45時間 
未満 

45時間 
～360時間 

未満 
360時間 

全体 
５５．２％ 

（３７．４％） 
４２：１８ 

（３９：５３）  
２９．１％ 

（３９．３％）  
７０．０％ 

（５９．８％） 
３４３：５６ 

（３２９：０２）  
２２．１％ 

（２７．６％） 
７６．５％ 

（７１．４％）  

  
  
  
  
  

１～９人 
４６．８％ 

（２８．１％） 
４２：２２ 

（３９：２３） 
２９．４％ 

（４１．２％）  
６９．８％ 

（５７．８％） 
３４４：０３ 

（３２４：４３） 
２２．６％ 

（２９．８％） 
７６．１％ 

（６９．８％）  

10～30人 
７７．４％ 

（６３．７％） 
４２：０９ 

（４０：３７） 
２８．４％ 

（３５．５％） 
７０．３％ 

（６３．７％） 
３４４：１４ 

（３３４：５６） 
２１．８％ 

（２４．７％） 
７６．４％ 

（７３．１％）  

31～100
人 

９０．１％ 
（７９．９％） 

４２：０３ 
（４０：２０） 

２８．５％ 
（３８．７％） 

７０．７％ 
（６０．３％） 

３４０：０９ 
（３３３：４７）  

２１．５％ 
（２４．９％） 

７７．９％ 
（７４．４％）  

101～300
人 

９４．９％ 
（８７．３％） 

４３：３５ 
（４０：４０） 

２９．７％ 
（３７．９％） 

６８．５％ 
（６０．１％） 

３５１：２６ 
（３３５：３６） 

１５．８％ 
（２４．６％） 

８２．５％ 
（７３．０％）  

301人～ 
９６．１％ 

（９３．６％） 
４２：１３ 

（４０：５５） 
２８．２％ 

（３８．５％） 
７０．８％ 

（６０．６％） 
３５２：１０ 

（３４０：５７） 
１４．７％ 

（２０．２％）  
８３．４％ 

（７７．９％） 

大企業 ９４．０％ ４３：１１ ２４．１％ ７４．９％ ３４９：５５ １６．８％ ８１．８％ 

中小企業 ４３．４％ ４１：３８ ３２．８％ ６６．３％ ３３８：５６ ２６．５％ ７２．１％  

○ 三六協定・特別条項付三六協定を締結している事業場割合が前回より増加。 
○ 三六協定で定める延長時間は限度基準（月45時間・年360時間）に集中化する傾向。 
○ 特別条項付三六協定で定める延長時間は、月80時間・100時間や年1000時間超の割合は減少、  
 年800時間超は前回より減少しているが、月60時間超の割合は増加。 

＜①三六協定の締結状況・延長時間＞ 資料出所：「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」表７・12・13 
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＜②特別条項付三六協定の締結状況・延長時間＞ 

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果 

  
特別条項 
がある 

延長時間 
  

平均時間 

（１箇月） 延長時間 
 

平均時間 

 （１年）  

60時間 
超 

80時間 
超 

100時間 
超 

600時間 
超 

800時間 
超 

1000時間 
超 

全体 
４０．５％ 

（２７．７％） 
７７：５２ 

（７４：３３）  
７２．５％ 

（６７．１％）  
２１．５％ 

（２２．４％） 
５．５％ 

（６．９％） 
６５０：５４ 

（６８４：２０）  
５７．９％ 

（５５．６％） 
１５．０％ 

（２７．３％） 
１．２％ 

（４．３％）  

  
  
  
  
  

１～９人 
３５．７％ 

（２４．９％） 
７９：０２ 

（７２：２８） 
７５．０％ 

（６５．９％）  
２０．４％ 

（１７．４％） 
６．２％ 

（４．９％） 
６５２：４４ 

（６９８：４８） 
６０．３％ 

（５８．１％） 
１４．６％ 

（３１．４％） 
１．３％ 

（３．６％）  

10～30
人 

４５．６％ 
（２８．１％） 

７５：３８ 
（７５：４４） 

６７．４％ 
（６６．３％） 

２２．８％ 
（２７．５％） 

３．３％ 
（９．３％） 

６４８：００ 
（６６６：２９） 

５４．５％ 
（５０．５％） 

１６．５％ 
（２４．９％） 

０．８％ 
（６．７％）  

31～100
人 

５２．５％ 
（３５．３％） 

７６：２８ 
（７７：４６） 

７１．３％ 
（７０．４％） 

２０．５％ 
（２６．９％） 

５．７％ 
（９．２％） 

６４３：２６ 
（６６５：２９）  

５３．９％ 
（５４．２％） 

１２．３％ 
（１６．８％） 

１．７％ 
（３．１％）  

101～
300人 

６８．１％ 
（５０．３％） 

８０：１４ 
（７６：４７） 

７３．０％ 
（７０．５％） 

２９．５％ 
（２８．６％） 

８．９％ 
（６．４％） 

６５９：３０ 
（６６４：４３） 

５６．７％ 
（５６．４％） 

１７．７％ 
（２４．３％） 

２．４％ 
（３．２％）  

301人～ 
９６．１％ 

（９３．６％） 
８３：１０ 

（８３：０８） 
８２．８％ 

（８２．４％） 
３４．７％ 

（３５．８％） 
１０．６％ 

（１１．０％） 
６７９：２２ 

（７０３：１４） 
６２．３％ 

（６４．０％）  
２２．１％ 

（２５．８％）  
１．７％ 

（３．４％） 

大企業 ６２．３％ ７９：４４ ７３．４％ ２４．９％ ６．６％ ６５３：０２ ５５．２％ １６．９％ １．５％ 

中小企業 ２６．０％ ７５：１３ ７１．２％ １６．６％ ３．９％ ６４７：２８ ６０．６％ １１．９％ ０．８％  

延長時間数は、「最長の者」の実労働時間
数と比べても相当長めに設定 
※月60H超（5.3％）、80H超（2.2％）、100H超（0.9％） 
  年600H超（4.2％）、800H超（1.5％）、1000H超（0.7％） 

資料出所：「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」表10・18・19 
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